
  令和 5 年 4 月 27 日 

令和５年４月補正予算（4 月 26 日専決）の概要 

■ 編成方針

１．低所得の子育て世帯に対する給付金に関する事業 
低所得の子育て世帯に特別給付金を支給します。 計 6,763 万円 

２．緊急対応が必要な事業 
施設の修繕等緊急対応が必要な事業を実施します。 計 285 万円 

■ 補正の規模 7,048 万円（一般会計）

■ 補正の主な内容

１．低所得の子育て世帯に対する給付金に関する事業 

 子育て世帯生活支援特別給付金を支給（子育て世帯生活支援特別給付金事業）

 ······················································· 67,628 千円

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、児童 1人
当たり 50,000 円の特別給付金を支給します。 

・子育て世帯への生活支援特別給付金 

・印刷製本費、郵送代、振込手数料、システム改修委託料等 

２．緊急対応が必要な事業 

 訴訟対応を弁護士に委任（消防本部事務事業） ···················· 873 千円
消防団員への出動手当に関する住民訴訟及び消防救急デジタル無線設備整備工事に

関する住民訴訟について控訴されたため、弁護士に委任します。 
・顧問弁護士着手金 

 阿木高校の水道設備を修繕（阿木高校管理事務事業） ············· 1,980 千円
阿木高校の水道用給水ポンプが故障したため、取り替え修繕を行います。 
・給水ポンプ取替工事 
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■ 補正予算の規模（会計別）

■ 一般会計総括表

■ 一般会計の補正概要（歳入）

款 金額（千円） 内  容 

国庫支出金 67,628 ・子育て世帯生活支援特別給付金事業費 67,628 千円 

繰越金 2,853 （財源調整） 

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款 金額（千円） 内  容 

民生費 67,628 ・子育て世帯生活支援特別給付金事業 67,628 千円 

消防費 873 ・消防本部事務事業 873 千円 

教育費 1,980 ・阿木高校管理事務事業 1,980 千円  

（単位：千円）

補正前の額 補正額 計

41,684,487 70,481 41,754,968

39,552,512 39,552,512

81,236,999 70,481 81,307,480合　　　　　　計

令和5年度　中津川市歳入歳出予算総括表　【4月補正（4月26日専決）】

会　   　計   　  　別

一　　般　　会　　計

補正されなかった会計にかかる額

(単位：千円)

款 補正前の額 補正額 計 款 補正前の額 補正額 計

15 国 庫 支 出 金 5,508,196 67,628 5,575,824 03 民 生 費 12,043,699 67,628 12,111,327

20 繰 越 金 300,000 2,853 302,853 09 消 防 費 1,475,159 873 1,476,032

10 教 育 費 4,062,304 1,980 4,064,284

35,876,291 35,876,291 24,103,325 24,103,325

計 41,684,487 70,481 41,754,968 計 41,684,487 70,481 41,754,968

令和5年度一般会計予算総括表【4月補正（4月26日専決）】

歳　　　　入 歳　　　　出

補正されなかった款にかかる額 補正されなかった款にかかる額

お問い合わせ先 

総務部 財政課 担当者：可知 　 

電話：0573-66-1111（内線 431） 


